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交通安全対策基本法【抜粋】 昭和４５年６月１日法律第１１０号 
 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両
の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必
要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めること
により、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを
目的とする。 

 
（国の責務） 

第三条 国は、国民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交
通及び航空交通の安全（以下「交通の安全」という。）に関する総合的な施策を策定し、及びこれを
実施する責務を有する。 

 
（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に
関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを
実施する責務を有する。 

 
第二章 交通安全対策会議等 

（中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務） 
第十四条 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。 
２ 中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

一 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、

及びその施策の実施を推進すること。 
 
（都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。 
２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画

に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 
三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関

係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。 
 
（市町村交通安全対策会議） 

第十八条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めると
ころにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議
を置くことができる。 

３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の
例に準じて、市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約）
で定める。 

 
第三章 交通安全計画 

（交通安全基本計画の作成及び公表等） 
第二十二条 中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。 
２ 交通安全基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 交通の安全に関する総合的かつ⾧期的な施策の大綱 
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二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な
事項 

３ 中央交通安全対策会議は、第一項の規定により交通安全基本計画を作成したときは、すみやかに、
これを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の⾧（指定行政機関が委員会である場合にあつて
は、指定行政機関。以下同じ。）及び都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければ
ならない。 

４ 前項の規定は、交通安全基本計画の変更について準用する。 
 

（都道府県交通安全計画等） 
第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安全に関する部分に限る。）

に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。 
２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ⾧期的な施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 
３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域

の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道
府県交通安全実施計画」という。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安
全実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全に関する部分に限る。）に抵触するものであつて
はならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すみ
やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の⾧に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の⾧
に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第三項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、
すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の⾧に報告するとともに、都道府県の区域内の市
町村の⾧に通知しなければならない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の
変更について準用する。 
 
（市町村交通安全計画等） 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成
することができる。 

２ 【略】 
３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ⾧期的な施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 
４ 市町村⾧は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施

策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成することができる。この場合に
おいて、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、
その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければなら
ない。 

６ 市町村⾧は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都
道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施
計画の変更について準用する。 
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○鈴鹿市交通安全条例 
平成19年６月26日条例第17号 

（目的） 
第１条 この条例は，交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号。以下「法」という。）第４条

の規定に基づき，鈴鹿市における交通安全の確保に関する施策の基本となる事項を定めることに
より，交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，市民の安全で快適な生活の実現に寄
与することを目的とする。 
（市の責務） 

第２条 市は，市民の交通安全意識の高揚を図り，交通安全を確保するとともに，総合的な交通安
全施策の実施に努めなければならない。 

２ 市は，前項の施策の実施に当たっては，国，県，警察その他の関係機関及び団体（以下「関係
機関等」という。）と緊密な連携に努めなければならない。 
（市民の責務） 

第３条 市民は，日常生活を通じて交通安全意識及び交通マナーの向上に努めるとともに，市及び
関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。 
（事業者の責務） 

第４条 事業者は，その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対し，交通安全意識の高揚を図
り，交通安全の確保に努めるとともに，市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなけ
ればならない。 
（良好な道路交通環境の確保） 

第５条 市は，交通安全施設等の整備を図り，良好な道路交通環境の確保に努めるものとする。 
２ 市は，良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは，関係機関等に対して必

要な措置を講ずるよう要請するものとする。 
（交通安全教育の推進） 

第６条 市は，交通安全意識の高揚を図るため，地域，事業所，学校，家庭等における交通安全教
育を効果的に推進するものとする。 
（広報の実施及び情報の提供） 

第７条 市は，市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか，必要な情報を提供
するものとする。 
（交通死亡事故等発生時の措置） 

第８条 市は，交通死亡事故が発生し，又は市内の特定の箇所において重大な交通事故が多発した
場合で，必要があると認めるときは，関係機関等と協議の上，総合的な交通事故防止対策を講ず
るものとする。 
（交通安全対策会議） 

第９条 市は，法第18条第１項の規定に基づき，鈴鹿市交通安全対策会議（以下「対策会議」とい
う。）を設置する。 

２ 対策会議は，次に掲げる事務を行う。 
(１) 鈴鹿市交通安全計画の策定に関すること。 
(２) 市が実施する道路交通の安全に関する総合的な施策の審議及び推進に関すること。 

３ 対策会議は，市⾧が任命する委員20人以内で組織する。 
４ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げないものとする。 
５ 前項の場合において，委員の欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。 
６ 対策会議の運営等について必要な事項は，市⾧が規則で定める。 

（委任） 
第10条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市⾧が別に定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は，平成19年７月１日から施行する。 
（鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正） 

２ 鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例（昭和24年鈴鹿市条例第58号）の一部を次のように改正
する。 

第２条第１項に次の１号を加える。 
(44) 交通安全対策会議委員 日額 8,800円 
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○鈴鹿市交通安全対策会議規則 

平成19年６月29日規則第61号 
改正  平成24年３月15日規則第９号 

平成28年３月14日規則第10号 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は，鈴鹿市交通安全条例（平成19年鈴鹿市条例第17号）第９条第６項の規定に

基づき，鈴鹿市交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）の組織及び運営に関し，必要な
事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 対策会議は，次に掲げる委員で組織し，市⾧が任命する。 
(１) 民間団体の代表者 

(２) 交通に関する事業を営む者 

(３) 関係行政機関の職員 
(４) 前３号に掲げるもののほか，市⾧が必要と認める者 

（会⾧） 

第３条 対策会議に会⾧を置き，委員の互選により定める。 
２ 会⾧は，対策会議を代表し，会務を総理する。 

３ 会⾧に事故があるとき，又は会⾧が欠けたときは，会⾧があらかじめ指名した委員が，その職

務を代理する。 
（会議） 

第４条 対策会議の会議（以下「会議」という。）は，会⾧が招集し，その議⾧を務める。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，これを開くことができない。 
３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議⾧の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第５条 対策会議は，その所掌事務に関し必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席
を求め，意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 対策会議の庶務は，危機管理部交通防犯課において処理する。 
（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，対策会議の運営に関し必要な事項は，会⾧が会議に諮って

定める。 
附 則 

この規則は，平成19年７月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月15日規則第９号） 
この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月14日規則第10号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 
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